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〔
最
高
裁
民
訴
事

例
研
究

一
〇
二
〕

昭
四
七
2
（
畷
鴇
眠
課
損
財
巻
）

　
一
、
民
訴
法
四
二
〇
条
一
項
六
号
ま
た
は
七
号
に
基
づ
く
再
審
の
訴
と
同
項

　
　
但
書

　
二
、
民
訴
法
四
二
〇
条
二
項
後
段
の
再
審
の
要
件
が
具
備
さ
れ
た
と
認
め
ら

　
　
れ
た
事
例

　
三
、
牽
連
犯
の
公
訴
時
効

　
四
、
民
訴
法
四
二
〇
条
一
項
六
号
ま
た
は
七
号
に
基
づ
く
再
審
の
訴
と
同
法

　
　
四
二
四
条
四
項

　
　
　
土
地
建
物
明
渡
請
求
再
審
事
件
（
昭
和
四
七
・
五
・
三
〇
第
三
小
法
廷
判
決
）

　
　
　
前
訴
訟
に
於
て
Y
（
本
件
再
審
被
告
、
上
告
人
）
は
、
瓦
瓦
（
本
件
再
審
原
告
、

　
　
被
上
告
人
）
に
対
し
て
、
瓦
を
通
じ
て
瓦
所
有
の
土
地
建
物
を
買
受
け
、
瓦
瓦
は
そ

　
　
の
明
渡
を
約
し
た
と
主
張
し
、
そ
の
明
渡
を
訴
求
し
た
．
一
審
は
こ
れ
を
棄
却
し
た

　
　
が
、
控
訴
審
は
甲
一
、
二
号
証
（
右
土
地
建
物
の
各
売
買
契
約
書
）
、
Y
の
妻
訴
外

　
　
A
の
証
言
等
を
証
拠
と
し
て
採
用
し
、
Y
の
請
求
を
認
容
し
た
．
上
告
審
も
こ
れ
を

　
　
支
持
し
て
い
る
。
所
が
、
Y
は
甲
一
、
二
号
証
に
よ
つ
て
な
し
た
登
記
が
公
正
証
書

　
　
原
本
不
実
記
載
、
同
行
使
罪
に
あ
た
る
と
し
て
起
訴
さ
れ
（
甲
一
、
二
号
証
に
つ
い

　
　
て
私
文
書
偽
造
行
為
は
起
訴
さ
れ
て
い
な
い
）
、
こ
れ
に
対
す
る
有
罪
の
判
決
が
確

　
　
定
し
、
又
A
の
右
証
言
も
偽
証
罪
と
し
て
有
罪
の
判
決
を
受
け
、
こ
れ
が
確
定
す
る

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

に
至
つ
た
。
そ
こ
で
瓦
渇
が
民
訴
法
四
二
〇
条
一
項
六
号
及
び
七
号
の
再
審
事
由
を

主
張
し
て
、
本
件
再
審
の
訴
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
．

次
の
如
く
で
あ
る
。

26

・
1
1
・
中
旬
、
甲
一
、
二
号
証
の
偽
造

39　38　38　32　31　31　30　30　29　26　26

1　　12　12　　7　　12　12　　8　　3　　6　12　12

1620161926327222464

こ
れ
ら
の
時
間
的
経
過
は

　
最
高
裁
は
次
の
如
く
判
示
し
た
．

該
当
す
る
事
由
が
再
審
事
由
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
場
合
、

つ
て
再
審
の
訴
が
許
さ
れ
な
い
の
は
、

事
由
の
み
な
ら
ず
、 甲

二
に
よ
る
登
記

甲
一
に
よ
る
登
記

前
訴
一
審
判
決
言
渡

A
の
偽
証

前
訴
控
訴
審
判
決
（
本
件
確
定
判
決
）
言
渡

Y
起
訴
さ
る

A
起
訴
さ
る

前
訴
控
訴
審
判
決
確
定

Y
A
の
有
罪
判
決
確
定

瓦
瓦
が
右
有
罪
判
決
を
知
る

瓦
濁
本
件
再
審
の
訴
提
起

　
　
　
　
　
　
　
e
「
民
訴
法
四
二
〇
条
一
項
六
号
及
び
七
号
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
条
一
項
但
書
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
旧
訴
訟
に
お
け
る
上
訴
に
よ
り
、
右
再
審
の

　
　
同
条
二
項
の
再
審
の
訴
の
適
法
要
件
が
主
張
さ
れ
、
も
し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
（
四
五
九
ゾ



　
判
　
例
　
研
　
究

は
、
か
か
る
要
件
の
存
在
す
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
主
張
さ
れ
な
か
つ
た
場
合
に
限

ら
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
。
◎
「
本
件
甲
一
号
証
及
び
同
二
号
証
の

私
文
書
偽
造
と
こ
れ
を
行
使
し
て
犯
さ
れ
た
本
件
公
正
証
書
原
本
不
実
記
載
、
同
行

使
の
各
所
為
は
、
い
わ
ゆ
る
牽
連
犯
で
あ
つ
て
科
刑
上
一
罪
の
関
係
に
あ
る
と
解
す

べ
き
で
あ
る
。
…
…
か
か
る
牽
連
犯
に
お
い
て
、
目
的
行
為
た
る
公
正
証
書
原
本
不

実
記
載
・
同
行
使
の
各
罪
に
つ
き
起
訴
が
あ
り
、
…
…
私
文
書
偽
造
の
罪
が
犯
さ
れ

た
こ
と
を
前
提
に
、
：
・
こ
れ
ら
の
各
罪
に
つ
き
有
罪
の
判
決
が
な
さ
れ
て
こ
れ
が

確
定
し
、
こ
の
確
定
判
決
の
既
判
力
が
私
文
書
偽
造
の
罪
に
及
び
、
こ
の
罪
に
つ
き

公
訴
の
提
起
を
な
し
え
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
私
文
書
偽
造
行
為
に
つ
き
民
訴
法
四

二
〇
条
二
項
後
段
所
定
の
証
拠
欠
敏
外
の
理
由
に
よ
り
有
罪
の
確
定
判
決
を
う
る
こ

と
能
わ
ざ
る
と
き
に
当
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
。
e
「
牽
連
犯
に
お
い
て
、

目
的
行
為
が
そ
の
手
段
行
為
に
つ
い
て
の
時
効
期
問
の
満
了
前
に
実
行
さ
れ
た
と
き

は
、
両
者
の
公
訴
時
効
は
不
可
分
的
に
最
も
重
い
刑
を
標
準
に
最
終
行
為
の
時
よ
り

起
算
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
。
⑳
「
本
件
再
審
の
訴
に
お
け
る
取

消
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
旧
訴
訟
の
第
二
審
判
決
が
確
定
し
た
の
は
昭
和
三
二
年
七

月
一
九
日
で
あ
る
か
ら
、
本
件
再
審
の
訴
は
、
そ
れ
か
ら
五
年
以
上
を
経
過
し
た
後

に
提
起
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
訴
法
四
二
四
条
四
項

に
い
う
「
再
審
ノ
事
由
力
判
決
確
定
後
二
生
シ
タ
ル
ト
キ
」
と
は
、
同
法
四
二
〇
条

一
項
八
号
の
場
合
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
同
条
一
項
六
号
お
よ
び
七
号
の

場
合
で
あ
つ
て
も
、
こ
れ
ら
に
つ
ぎ
同
条
二
項
の
要
件
が
判
決
確
定
後
に
充
足
さ
れ

た
と
き
を
も
含
む
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
。
－
上
告
棄
却
（
全
員
一
致
）
ー

　
判
旨
に
反
対
す
る
。

一
　
e
に
つ
い
て
は
、
既
に
民
訴
法
四
二
〇
条
1
5
に
つ
い
て
大
審
院
の
先
例

（
昭
和
八
．
七
．
二
二
判
決
。
民
集
二
丁
二
二
二
三
四
四
頁
）
が
あ
り
、
学
説
も

お
お
む
ね
こ
れ
に
従
つ
て
い
る
（
斉
藤
・
判
例
民
事
法
昭
和
八
年
一
五
三
事
件
、
菊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
　
　
（
四
六
〇
）

井
・
村
松
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
H
・
七
五
八
頁
、
菊
井
・
民
訴
法
下
・
五
〇
一
頁
）
．
係

属
中
の
手
続
に
於
て
再
審
事
由
を
主
張
で
き
る
こ
と
に
異
論
は
あ
る
ま
い
（
参

照
・
栗
田
・
判
批
・
法
学
研
究
四
五
巻
八
号
二
一
三
頁
）
が
．
そ
の
主
張
方
法
は
必

ず
し
も
再
審
手
続
の
厳
格
な
要
件
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な

い
。
四
二
〇
条
－
但
書
の
適
用
が
あ
る
の
は
、
前
訴
の
係
属
中
に
既
に
同
条
H

の
要
件
が
具
備
さ
れ
て
い
た
時
、
即
ち
再
審
の
訴
を
起
せ
る
と
同
一
の
状
況
に

あ
つ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
、
最
も
合
理
的
な
解
釈
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
場
合
同
四
二
〇
条
1
と
n
に
関
す
る
、
い
わ
ゆ
る
理
由
具
備
説
（
後

述
）
に
よ
る
と
、
H
の
要
件
が
存
在
し
て
い
な
く
て
も
再
審
の
訴
自
体
は
適
法

で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
場
合
に
も
1
但
書
の
失
権
的
効
果
が
及

び
そ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
こ
で
H
の
要
件
が
満
足
さ
れ
る
ま
で
係
属
中
の

手
続
の
、
当
事
者
の
申
立
に
拘
東
さ
れ
る
様
な
延
期
を
認
め
る
の
で
な
け
れ
ば
、

実
質
的
に
不
当
な
結
果
を
生
じ
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
㎝
一
お
N
勺
○
は
「
裁
判

所
ハ
訴
訟
ノ
進
行
中
罰
ス
可
キ
行
為
ノ
嫌
疑
生
ス
ル
場
合
二
於
テ
其
審
査
力
裁

判
二
影
響
ヲ
及
ホ
ス
ト
キ
ハ
刑
事
手
続
ノ
完
結
二
至
ル
マ
テ
弁
論
ノ
中
止
ヲ
命

　
　
　
　
　
（
1
）

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
の
学
説
は
刑
事
裁
判
所
の
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
2
）

罪
判
決
が
訴
訟
要
件
に
な
つ
て
い
る
場
合
（
㈱
紹
一
N
℃
○
）
に
は
、
か
か
る
延
期

を
認
め
て
い
な
い
様
で
あ
る
（
切
器
喜
9
7
富
暮
霞
鼠
9
8
湊
亀
＞
β
菖
あ
一
お
’

N
）
』
）
．
そ
の
理
由
は
、
民
事
裁
判
所
は
そ
の
訴
訟
要
件
を
自
ら
調
査
す
べ
き

で
あ
る
し
、
そ
の
欠
歓
は
訴
訟
経
済
の
当
然
の
要
請
と
し
て
不
適
法
却
下
を
結

果
す
る
か
ら
で
あ
る
（
＜
鷺
ω
窪
貫
3
琶
色
轟
魯
3
㎝
ギ
。
困
守
9
騨
m
ひ
。
謡
）
。

理
由
具
備
の
要
件
と
い
う
表
現
は
一
見
訴
訟
要
件
で
は
な
い
か
の
如
き
印
象
を

与
え
る
が
、
し
か
し
そ
の
実
体
は
審
理
の
順
序
に
於
て
ヨ
リ
本
案
に
近
い
一
種



の
訴
訟
要
件
で
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
．
そ
れ
故
こ
の
説
で
も
ゆ
一
お
N
℃
○
に

ょ
る
延
期
を
み
と
め
得
る
か
は
疑
わ
し
い
．

二
　
㊤
に
つ
い
て
、
原
審
は
不
起
訴
処
分
を
理
由
と
し
、
本
判
決
は
牽
連
犯
で

あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
い
る
。
或
い
は
結
局
後
老
は
同
じ
こ
と
を
言
い
換
え

た
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
最
高
裁
が
そ
こ
迄
言
う
必
要
が
あ
つ
た

か
は
疑
問
で
あ
る
．
即
ち
上
告
審
の
役
割
は
一
般
に
判
例
法
の
形
成
と
法
の
統

一
性
の
維
持
に
あ
る
（
＜
管
評
＆
。
誘
与
・
爵
ヤ
。
。
。
・
観
需
誤
。
。
｛
出
）
と
言
わ

れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
こ
れ
ら
は
決
し
て
独
立
且
つ
固
有
の
使
命
で

は
な
く
、
権
利
の
実
現
と
い
う
主
た
る
使
命
に
従
属
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い

（
♀
菖
路
尽
毎
§
象
磯
窪
留
の
＜
＆
即
ぼ
Φ
窃
秀
蕃
き
の
で
あ
る
か
ら
、
最
高
裁

は
単
に
原
審
の
判
断
を
維
持
す
る
だ
け
で
足
り
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
？
　
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
点
を
除
け
ば
、
そ
の
判
断
自
体
に
異
論
は
な
い
．

三
　
e
に
つ
い
て
、
牽
連
犯
の
公
訴
時
効
の
起
算
点
に
つ
い
て
は
二
説
あ
る
。

一
つ
は
本
判
決
の
立
場
で
、
最
も
重
い
刑
を
準
標
に
最
終
行
為
の
時
と
す
る
見

解
（
本
判
決
引
用
外
の
も
の
と
し
て
、
大
審
院
昭
和
六
・
六
二
二
判
決
・
刑
集
一
〇
．

二
七
三
頁
）
で
あ
り
、
他
は
こ
れ
が
実
質
上
数
罪
を
な
す
と
い
う
理
由
（
平

野
・
刑
訴
法
・
一
五
三
頁
、
岸
・
刑
訴
要
義
　
九
一
頁
）
或
い
は
証
拠
散
逸
と
い
う

理
由
（
井
上
判
例
学
説
刑
訴
法
・
一
四
四
頁
）
で
、
二
つ
の
行
為
に
つ
ぎ
起
算
点

を
分
離
す
る
見
解
で
あ
る
．
い
づ
れ
を
採
る
か
で
結
果
は
反
対
と
な
る
が
、
そ

の
当
否
は
刑
訴
の
学
説
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
前
者
を
前
提
と
す
る

こ
と
に
す
る
．

四
　
民
訴
法
四
二
〇
条
1
と
H
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
如
く
小
室
教
授

に
よ
つ
て
三
説
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
④
適
法
要
件
説
（
代
表
と
し
て
、
閃
§
㌣

　
　
　
判
　
例
研
　
究

げ
①
黄
あ
魯
墾
餌
¢
襖
≦
一
冨
。
閑
庚
器
。
客
。
一
〇
＞
民
卜
Oo
斜
o
。
地
尉
讐
巨
鼠
魯
－
一
即
鼻
の
き
g
劉
暫

鉾
ρ
ぎ
巨
あ
紹
・
電
○
」
’
Ω
）
は
、
四
二
〇
条
H
を
再
審
の
訴
提
起
の
適
法

要
件
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
⑭
合
体
説
は
同
四
二
〇
条
H
前
段
を
同
条
1
4
乃

至
7
所
定
の
事
由
と
相
侯
つ
て
再
審
事
由
と
な
る
と
す
る
（
細
野
民
訴
法
要
義

五
巻
四
〇
頁
）
．
既
述
の
◎
理
由
具
備
説
は
同
条
H
を
再
審
の
訴
提
起
の
適
法

要
件
で
も
な
く
、
再
審
事
由
そ
の
も
の
で
も
な
く
、
再
審
事
由
具
備
の
要
件
で

あ
る
（
参
照
・
小
室
・
上
訴
制
度
の
研
究
・
三
二
八
頁
、
こ
れ
は
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
に
か

か
る
学
説
で
あ
る
が
、
後
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
の
改
訂
版
で
は
④
説
と
な
つ
て
い
る
）
と
す

る
．
本
判
決
は
◎
説
に
従
い
．
同
四
二
〇
条
1
6
、
7
を
同
条
H
に
結
合
し
、

同
四
二
四
条
N
の
適
用
を
引
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
再

審
事
由
は
可
罰
行
為
最
畢
亀
冨
冨
国
き
色
毒
晩
そ
の
も
の
で
あ
り
、
同
条

n
の
事
実
は
こ
れ
に
当
ら
な
い
（
ぎ
の
魯
冨
凝
砂
琴
畢
費
』
・
o
・
・
。
障
騰
）
と
し
つ

つ
、
四
二
四
条
N
の
「
再
審
ノ
事
由
」
の
意
味
を
こ
れ
と
同
一
に
考
え
て
、
四

二
四
条
N
の
適
用
が
あ
る
の
は
四
二
〇
条
1
8
の
場
合
に
限
ら
れ
る
と
す
る
有

力
な
反
対
説
が
あ
る
（
小
室
前
掲
三
二
七
頁
）
．
か
か
る
立
場
で
は
確
定
判
決

の
後
五
年
を
経
過
し
て
か
ら
四
二
〇
条
H
の
要
件
が
具
備
さ
れ
て
も
、
再
審
の

訴
を
起
す
こ
と
は
で
ぎ
ぬ
こ
と
に
な
る
．
こ
の
様
な
結
論
は
果
し
て
妥
当
で
あ

ろ
う
か
、
又
絶
対
に
そ
の
救
済
は
考
え
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
か
？

　
　
　
　
（
4
）

五
　
鵠
Φ
暮
5
一
は
こ
れ
を
次
の
様
に
論
じ
て
い
る
（
但
し
原
文
通
り
の
訳
で
は
な

い
）
。
即
ち
判
決
確
定
後
五
年
を
経
過
し
た
な
ら
ば
、
当
事
者
が
有
責
で
あ
つ

た
か
ど
う
か
と
は
関
係
な
く
、
絶
対
的
な
訴
訟
上
の
失
権
的
効
果
が
、
㎝
誘
①

　
　
　
　
　
　
（
5
）

＞
富
N
oo
N
N
℃
○
に
基
づ
い
て
生
ず
べ
き
で
あ
る
．
こ
の
期
間
を
延
期
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
し
、
こ
れ
を
徒
過
し
て
も
復
権
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
　
（
四
六
一
）



　
　
　
判
　
例
研
　
究

進
行
は
裁
判
の
停
止
に
よ
つ
て
も
、
或
い
は
不
可
抗
力
に
よ
つ
て
も
妨
げ
ら
れ

な
い
．
か
か
る
絶
対
的
な
除
斥
期
間
は
、
次
の
様
な
観
念
に
よ
つ
て
理
由
づ
け

ら
れ
て
い
る
、
即
ち
、
比
較
的
長
い
時
間
的
空
間
の
進
行
に
よ
つ
て
、
法
律
関

係
は
正
に
歴
史
的
な
重
み
を
有
す
る
に
至
る
か
、
或
い
は
関
係
者
が
仮
定
さ
れ

た
法
律
状
態
を
基
礎
と
す
る
が
故
に
、
そ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
無
理
で
あ

り
、
又
耐
え
難
く
思
わ
れ
る
様
に
な
る
の
で
あ
る
．
し
か
し
彼
に
よ
れ
ば
、
こ

れ
は
特
に
五
年
の
経
過
後
に
効
力
を
生
じ
る
様
な
継
続
的
法
律
関
係
に
つ
い
て

は
短
か
す
ぎ
る
も
の
で
あ
る
．
㈱
q
o
。
①
＞
竃
卜
。
の
N
N
℃
○
の
理
由
は
こ
れ
を

基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
．
こ
れ
を
救
済
す
る
た
め
に
二
つ
の
手
段
が
考

え
ら
れ
る
。
即
ち
こ
の
規
定
は
そ
の
目
的
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
法
律
関
係
に
は

適
用
さ
れ
得
ぬ
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
こ
の
適
用
を
回
避
す
る
か
、
或
い
は
相

手
方
の
除
斥
期
間
の
主
張
を
不
適
法
な
権
利
行
使
と
見
倣
す
か
で
あ
る
。
そ
し

て
｝
一
曾
詩
巴
は
実
体
法
で
も
訴
訟
法
で
も
除
斥
期
間
の
立
法
理
由
が
斜
酌
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
法
律
状
態
を
確
定
的
に
固
定
し
よ
う
と
す
る
除

斥
期
間
の
目
的
に
反
し
て
権
利
の
濫
用
を
認
め
る
に
つ
い
て
は
慎
重
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
が
、
個
別
的
に
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

他
方
彼
は
㎝
o
。
旨
ω
Ω
切
に
基
づ
く
不
当
判
決
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
を

認
め
な
い
．
♀
壽
畏
気
は
こ
の
否
定
論
の
根
拠
を
こ
う
説
明
し
て
い
る
、
即

ち
法
は
再
審
の
訴
に
ょ
つ
て
既
判
力
覆
滅
の
手
段
を
用
意
し
て
お
り
、
そ
の
要

件
を
厳
格
に
限
定
し
て
い
る
（
㈱
誘
一
N
り
○
）
に
も
拘
ら
ず
．
㎝
o。
8
切
Q
切

を
適
用
す
る
こ
と
は
結
局
再
審
法
の
許
さ
れ
ざ
る
回
避
を
意
味
す
る
の
で
あ

る
．
又
再
審
規
定
は
伽
o。
8
ω
Q
切
に
対
し
て
特
別
法
の
関
係
に
あ
る
と
も
一
…
、
面

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
O
歪
蕊
ξ
自
身
は
こ
れ
に
反
対
す
る
、
即
ち
不
当
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
　
　
（
四
六
二
）

決
の
公
序
に
反
す
る
が
如
き
惹
起
、
又
は
不
当
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
判

決
の
、
公
序
に
反
す
る
が
如
き
利
用
は
相
手
方
に
損
害
賠
僚
請
求
権
を
生
じ
せ

し
め
る
と
す
る
見
解
は
、
伽
o
。
8
ω
O
切
の
主
張
が
正
に
既
判
力
の
存
続
に
由

来
す
る
場
合
に
は
判
決
の
既
判
力
と
低
触
す
る
も
の
で
は
な
い
。
伽
c
。
8
劇
O
ω

の
目
標
は
既
判
力
に
よ
つ
て
創
造
さ
れ
た
形
式
的
な
法
的
地
位
を
、
損
害
賠
償

請
求
権
を
賦
与
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
中
和
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
こ
の
規

定
の
限
界
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
こ
れ
が
適
用
さ
れ
る
の
は
当
該
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
ノ

場
合
が
そ
の
限
界
を
無
視
し
て
良
い
程
、
特
別
な
徴
表
を
提
示
し
て
い
る
場
合

に
限
ら
れ
る
。
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
に
つ
い
て
は
、
仮
令
可
罰
行
為
が
あ
る

と
し
て
も
、
確
定
判
決
が
欠
歓
し
て
い
る
時
は
、
単
に
こ
れ
を
主
張
す
る
だ
け

で
は
足
り
な
い
．
既
判
力
は
判
決
に
於
て
確
定
さ
れ
た
法
律
状
態
に
衝
突
す
る

様
な
、
損
害
賠
償
請
求
権
と
対
立
す
る
か
ら
、
㈱
o
。
8
ω
Q
切
は
明
ら
か
に
再

審
法
と
衝
突
す
る
．
そ
れ
故
こ
の
規
定
が
こ
こ
で
適
用
さ
れ
る
の
は
、
可
罰
行

為
に
つ
い
て
有
罪
の
確
定
判
決
が
存
在
す
る
時
に
限
ら
れ
る
　
（
勲
鋭
○
ム
器

き
。
我
国
の
実
務
で
は
権
利
濫
用
論
よ
り
も
、
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
方

が
行
わ
れ
易
い
で
あ
ろ
う
．
学
説
は
再
審
で
確
定
判
決
が
取
消
さ
れ
な
い
限

り
、
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
な
い
　
（
兼
子
・
強
制
執
行
法
．
一
四
六
頁
、
加
藤
．

不
法
行
為
法
・
九
九
頁
、
斉
藤
・
民
訴
法
概
論
・
三
七
八
頁
）
が
．
判
例
は
こ
れ
を
認

め
て
い
る
　
（
最
近
の
も
の
と
し
て
、
東
高
・
昭
和
四
五
．
一
〇
・
二
九
判
決
．
ジ
ュ
リ

四
八
九
・
三
頁
、
名
古
屋
地
・
同
四
六
・
四
・
二
七
判
決
・
タ
イ
ム
ズ
ニ
六
四
・
二
三
〇

頁
）
。
名
古
屋
地
裁
の
判
決
は
有
罪
の
確
定
判
決
を
要
件
と
し
て
お
り
、
丁
度

9
ロ
臣
ξ
の
掲
げ
た
限
界
事
例
に
該
当
す
る
も
の
で
興
味
深
い
．
私
自
身
は

適
法
要
件
説
を
採
り
つ
つ
、
そ
れ
に
よ
つ
て
生
じ
る
こ
と
の
あ
る
べ
ぎ
不
当



は 、

か
か
る
手
段
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る 。

以
上
に
よ
り

本
判

決
に
は
賛
成
で
き
な
い 。

尚
本
件
に
は
原
審
判
決
に
対
す
る
判
批
と
し
て 、

小

室
教
授
・

三
谷
氏
の
民
商
法
雑
誌
六
三
巻
五
号
八
二ハ
頁（
判
旨
反
対）
が
あ
る 。

（
1）

訳
語
は
根
本・
独
逸
民
事
訴
訟
法
に
よ
っ
た 。
以
下
民
訴
法
の
条
文
に
つ
い
て

は
同
様 。

（
2）

前
条
第一
乃
至
第
五
ノ
場
合ニ
於
テ
ハ
原
状
回
復
ノ
訴ハ
罰
セ
ラ
ル
ヘ
キ
行
為

－一
付
キ
確
定
ノ
有
罪
判
決
ア
リ
タ
ル
時
又ハ
詮
思
ノ
欠
蝕
以
外
ノ
理
由－一
白
リ
刑
事

訴
訟
手
続
ノ
開
始
若
ク
ハ
実
行
ヲ
為
シ
得
サ
リ
シ
ト

キ
ニ
限
リ

之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

（
3）

平
野・
刑
事
訴
訟
法
の
基
礎
理
論・
一
五
八
頁
以
下
は 、
科
刑
上
の一
罪
で
目

的
行
為
だ
け
が
起
訴
さ
れ
処
罰
さ
れ
た
時
は 、
二
重
の
危
険
の
法
理 、
同
時
訴
追
義

務
に
よ
っ
て 、
手
段
行
為
に
も一
事
不
再
理
の
効
果
が
及
ぶ
と
し
て
い
る 。

（
4）

MM吋。NO民
gn
Z

自己
虫
色
耳目OHH
S
HW
SFH
HCN
見

（
5）
：
：

判
決
ノ
確
定
ノ
日
ヨ
リ
起
算
シ
テ
五
箇
年
ヲ
経
過
シ
タ
ル
後ハ
訴
ヲ
為
ス

ギl

例

研
,,.,, 

.7L 

コ
トっ，

得
ス

（
G）

公
序ニ
反
シ
テ
他
人－一
故
意
ノ
損
害
ヲ
与
エ
タ
者ハ
コ
ノ
者－一
対
シ
テ
損
害
ヲ

賠
償
ス
ル
義
務
ヲ
負
フ

（
7
）

C－
F
げ

g
Eけ・
巴目。
門町四日
〉吋件。ロ
仏白日
『
Oロゲ
E
dユ回国回目ロ田口町
民
立山口付。ロ
ロ。ロ
F

O
E－

二
二
頁
は
こ
う

言
っ
て
い
る
「

規
範
は
通
常
の
状
況
と
通
常
の
類
型
を
前
提

と
し 、
・・：

法
律
の
規
定
は
通
常
の
概
念
を
前
提
と
す
る 。
：・

或
る
規
範
は
本
質

上
不
可
侵
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
で
あ
ろ
う

が 、
そ
れ
が
或
る
状
態
を
支
配
す
る

の
は 、
そ
の
状
態
が
何
ら
変
則
的
で
な
く 、
又
通
常
予
想
さ
れ
る
具
体
的
な
類
型
に

当
て
成
る
場
合
に
限
ら
れ
る 。
規
範
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
具
体
的
な
状
態
及
び
規

範
に
よ
っ
て
前
提
と
さ
れ
て
い
る
具
体
的
な
類
型
の
正
常
性
は 、

・
規
範
妥
当
性

の一
個
の
本
質
的 、
法
律
的
徴
表
で
あ
り 、

又
そ
の
規
範
自
体
の一
つ
の
規
範
的
限

定
で
あ
る 。

」

（
昭
和
四
八
年
二
月
二
C
日
稿）

栗

田

陸
雄

八
七

（
四
六一


